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黒木キャンプ場の指定管理者の候補者の選定結果について

津山市では、「津山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」に基づき、

「黒木キャンプ場」（平成３１年４月１日管理開始予定）の指定管理者の候補となる団体

（以下「指定管理候補者」という。）について、公募を行い、有識者等で構成する指定管

理者審査委員会における意見聴取の結果、下記のとおり選定しましたのでお知らせします。

なお、選定された指定管理候補者については、指定管理候補者を指定管理者とする議案

を１２月議会へ付議し、可決された場合には、指定期間開始時から本施設の運営に当たる

こととなります。

記

１ 施設概要

(1) 施設名
黒木キャンプ場

(2) 所在地
津山市加茂町黒木６４６番地９

(3) 施設規模等
敷地面積 ９８，０７０平方メートル

２ 指定管理候補者

(1) 団体名
公益社団法人 津山市観光協会

(2) 代表者名
会長 竹内 佑宜

(3) 主たる事務所の所在地
津山市山下９７番地の１

３ 指定期間（予定）

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで



４ 公募の概況

(1) 応募団体数
１団体

(2) 応募団体名
公益社団法人 津山市観光協会

(3) 募集日程
要項及び申請書類様式の配布 平成３０年６月２７日～８月２７日

説明会の開催 平成３０年７月１１日

質疑の受付期間 平成３０年７月１１日～７月１８日

応募の受付期間 平成３０年７月１１日～８月２７日

意見聴取の実施 平成３０年９月２１日

５ 審査委員会

（敬称略）

６ 選定の概況

黒木キャンプ場の指定管理者募集要項（平成３０年６月２７日広報発表）に基づき、

応募団体について評価を行い、指定管理者としてふさわしいと評価されたため、公益社

団法人 津山市観光協会を選定したものです。

(1) 選定理由について
津山市農林部指定管理者審査委員会において、応募団体の概要、施設の管理運営方

針、事業実施、サービス提供体制、運営経費等の審査基準に基づき総合的に評価し、

選考を行いました。その結果、次の理由により公益社団法人 津山市観光協会が、指

定管理候補者とするにふさわしい団体であると評価されました。

・運営経費については、コスト縮減や利用料金の増収に取り組んでいました。

・管理運営については、緊急連絡網や消防計画を策定し、緊急時の具体的な安全対

策について提案していました。

・事業実施については、事業計画・地域の活用策等が具体的であり、施設の管理運
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営方針と地域振興を図る事とのバランスがとれているため、総合的に優れている

と、評価されました。

・サービスの提供体制についても、コスト削減を図る一方で、充実した体制の確保

と、平等な利用の確保を提案していました。

(2) 審査結果一覧
審査結果については以下のとおりです。

※評価点数は、審査委員の平均値とする。

※候補者の選定には、一定水準（１３０点×６０％＝７８点）以上の評価点の取得

を要件とする。

審 査 基 準 配 点 候 補 者

運営経費に関する事項 ２０点 ４．０点

申請団体に関する事項 １０点 ８．０点

管理運営に関する事項 ３０点 ２４．０点

事業実施に関する事項 ３５点 ２８．２点

サービス提供体制に関する事項 ２５点 １９．３点

その他事項 １０点 ７．１点

合 計 １３０点 ９０．６点


